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巻頭言

　札幌市は、大正11年に市政を施行し、昭和47年に政令指定都市へ移行、現在は人口197万人が暮らす

大都市に発展を遂げており、令和４年には市政100周年、政令指定都市移行50周年という大きな節目の

年を迎えます。

　この節目を迎えるに当たり、札幌市では、次の100年を見据えたまちづくりを進めており、人口減少や

超高齢化社会の到来を見据えながら、魅力と活力を創造し続ける街であることを目指しております。また、

2030年度に北海道新幹線の札幌延伸が予定されていることに伴う札幌駅周辺の交流拠点の整備のほか、

札幌市の周辺市町村との連携協約による様々な事業により、北海道経済全体をけん引していくための取組

も進められています。

　消防の施策においても、昨年度に札幌市消防学校に整備した「実火災訓練装置」を活用した周辺市町村

との合同研修や、周辺６消防本部（８市町村）で共同整備し、令和７年度に運用開始を予定している「（仮

称）札幌圏消防共同指令センター」の設置など、連携の取組を進めているところであり、次の時代を見据

えながら事業を展開しているところです。

　昨年から引き続く、新型コロナウイルス感染症については、札幌市においても感染拡大の大きな波を経

験し、陽性患者の移送業務をはじめ、職場における感染防止対策の構築や陽性職員発生時の消防体制の維

持方策など、これまでに経験したことのない危機対応が求められ、計画していた事業についても実施方法

の変更などを余儀なくされたところです。

　そうした意味では、消防の業務においても「新しい行動様式」が求められており、職員一人ひとりが「未

来志向」を持ち、前例踏襲の打破や発想の転換により、業務改善や新しい仕事の形を作っていくことが、

この危機を乗り越えるモチベーションにも繋がっていくものと考えております。

　今年は、昨年延期となった「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が開催されます。札

幌市においてもサッカー、マラソン、競歩の各種目が行われることから、消防対策を検討するための「消

防対策会議」を局内に設置したほか、関係機関や北海道内の消防本部との連携・協力を図りながら、万全

の準備を進めているところです。また、札幌市では、2030年の冬季オリンピック・パラリンピック競技

大会の招致を目指しており、今夏の大会の成功により、世界に向けて、札

幌市が安全・安心な都市であることを発信することが出来るものと考えて

おります。

　最後に、札幌消防には「朗・礼・勇」という局訓があります。これは昭

和62年に制定したもので、消防職員に求められる基本姿勢として「明朗」「礼

節」「勇気」を表しており、消防局庁舎の玄関には、これをイメージしたモニュ

メントが飾られています。（円形は「明朗」なチームワークの和を、正方形

は「礼節」の重さを、そり形は「勇気」ある双腕を型どっています。）時代

の転換期にあっても、札幌消防の職員として、この精神をいつも心に留め、

常に市民から信頼される組織として発展することを目指してまいります。

「朗・礼・勇」の精神を
礎に

岡 本　 征 仁札幌市消防局長
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令和２年度救急業務のあり方に関する
検討会報告書の概要 消防庁救急企画室

はじめに

　消防庁救急企画室では、高齢化の進展を背景とした救
急需要の増大に加え、新型コロナウイルス感染症の世界
的な流行や我が国での感染患者の増加、環境や生活様式
の変化等により救急需要が多様化している状況を踏ま
え、いかに救急業務を安定的かつ持続的に提供し救命率
の向上を図るかという課題へ対応するため、「令和２年
度救急業務のあり方に関する検討会」（座長：有賀　徹 
独立行政法人労働者健康安全機構理事長）を開催しまし
た。今回は、令和３年３月にまとめられた検討会報告書
の概要について紹介します。

検討の背景と目的1

　令和元年中における全国の救急自動車による救急出動
件数は約664万件（前年比0.5％増）、搬送人員は約598
万人（前年比0.3％増）で、いずれも過去最多を更新し
ました。なお、救急活動時間は延伸傾向にあり、令和元
年中の病院収容所要時間（119番通報を受けてから医師
に引き継ぐまでに要した時間）は39.5分（前年比横ばい）
となっています。
　今後も見込まれる救急需要の増大や多様化、救急業務
のあり方について、必要な研究・検討を行うため、令和
２年度の検討会では、「救急業務の円滑な実施と質の向

各検討事項の概要2

（1）救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方
　救急業務におけるメディカルコントロール（以下「MC」
という。）体制は、救急救命士に対する指示や救急隊員に
対する医師の指導・助言（以下「オンラインMC」という。）、
救急活動の事後検証（以下「事後検証」という。）、救急
救命士の資格を有する救急隊員への再教育（以下「再教育」
という。）の３つの事項（以下「コア業務」という。）を中
心とし、地域におけるプレホスピタル・ケアの一層の充実
や救急業務の更なる高度化への期待を受け構築されてき
ました。体制構築から約20年が経過し、令和３年２月現在、
全国に47の都道府県MC協議会、251の地域MC協議会を
含むMC体制が構築されています。
　救急業務におけるMC体制のあり方については、「令和
元年度救急業務のあり方に関する検討会」において検討
が行われ、MC体制の役割拡大の経緯と今後の展望が整理
されるとともに、コア業務における課題の抽出が行われま
した。それを踏まえて令和２年度は、コア業務の課題解決
策の検討を中心に、これらの課題の背景にあるMC体制の
あり方についても検討が行われました。

４. 救急安心センター事業(♯7119)の全国展開に向けた検討（部会）
救急安心センター事業（♯7119）は、これまでの検討会において事業の普及、広報及び既存団体の質の向上などに取り組んできたが、令和

２年10月現在、1７地域での実施にとどまっている。住民に対して安心・安全を与えることのできる事業であることから、どこにいても
♯7119がつながる体制の実現を目指し、更なる普及を促進するため、部会を設置し、抜本的な検討を行う。

高齢化の進展等を背景とする救急需要の増大の対応や救急業務の質の向上を図るため、「救急業務の円滑な実施と質の向
上」や「救急車の適正利用の推進」等について検討を行う。

１. 救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方（WG（その下に小会合を２つ））
救急救命士の行う救急救命処置の質の担保からはじまり、搬送先選定の基準策定など、拡大してきたMC体制について、昨年度検討会におけ

る検討結果を踏まえ、求められる役割を十分担えるように、課題の解決及び今後のあり方について、深掘りした検討を行う。
検討に当たっては、MC体制の現状を俯瞰しつつ、今後のあり方全般についての検討を行うWGを設置するとともに、当該WGの下に、昨年度

抽出したいわゆる「コア業務」における課題解決に向け、「オンラインMC小会合」及び「再教育小会合」を設置し、検討を深める。

２. 救急活動におけるICT技術導入（連絡会）
救急現場での活動時間短縮等を目的に、IoTを活用した傷病者観察情報のデジタルデータ化、RPA等の先進技術を活用した情報の自動入力等

スマート化などを検討する連絡会を設置し、消防本部の協力を得て実証実験を行い、成果を掲示し導入を促進する。

３. 蘇生ガイドライン改訂への対応（WG）
2020年は、5年に一度、国際的に統一した蘇生ガイドラインが公表される年に当たる。蘇生ガイドライン改訂に伴う諸課題に関する調査・分

析を行うとともに、明確な情報収集に努め、改訂に対応する提案を行う。
（なお、令和２年５月２８日、日本蘇生協議会（JRC）は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国際的な蘇生ガイドライン改訂を受けた日本版蘇生ガイドライン2020の作成
を当初の予定から少なくとも半年間延期すると発表し、ドラフト版作成は令和３年３月の予定とされた。このことから、一般市民･通信指令員･救急隊が行う心肺蘇生法等に係る各要領
の改訂作業等については、ドラフト版作成後の令和３年3月以降に速やかに検討を開始する（ドラフト版作成前は改訂のスキームを検討予定）。）

５. 救急隊の感染防止対策（WG）
今般の新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、救急隊における感染防止対策に資することを目的として「救急隊の感染防止対策マ

ニュアル（Ver.1.0）」の改訂等について検討を行う。

６. その他（報告事項）
救急業務に関するフォローアップとして、全国の都道府県を４年間で訪問する。訪問先都道府県で課題が顕在化している消防本部を個別訪問

し、各地域の課題をより深く把握するとともに、救急業務の円滑な推進に資するための必要な助言を行う。あわせて、これまで消防庁から発出
した通知に対する取組状況等についても調査を行う（今年度は１年目）。

救急安心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進アドバイザーによる現状及び実態を互いに把握するための連絡会を開催する。

救急業務の円滑な実施と質の向上

救急車の適正利用の推進

その他（報告事項）

令和２年度 救急業務のあり方に関する検討会 検討事項

図表　令和２年度救急業務のあり方に関する検討会　主要検討項目

上」、「救急車の適正利用の推進」、「その他」の分類に沿っ
て、救急業務におけるメディカルコントロール体制のあ
り方等の検討項目（図表参照）について検討が行われま
した。

考え方 望ましい体制

常
時
性

季節や時間帯による需要の変化も踏ま
え、地域における指示、指導・助言の
需要を満たす複数の指示要請先が常
に確保されており、連絡時に最終的に
MC医師につながること

・ 地域における指示、指導・助言の需要の推計（季節や時間帯による需要の変
化も考慮）

・ 複数の指示要請先の確保
・ 連絡する優先順位の明確化
・ 応答可否の見える化（ICT技術等による） 等

迅
速
性

（常時性を満たす体制が確保された上
で、）可能な限り、MC医師に速やかに
つながること

・ MC医師本人にできるだけ直接つながる回線の確保
・ 不測の事態等でMC医師が出られない状況をなるべく避けるとともに、そのよう
な場合に速やかにつなぐためのルール整備 等

適
切
性

救急救命士法等の関係する法令に抵
触しないことはもとより、プロトコルを理
解した上で、状況に応じた的確な指示、
指導・助言を行うことができ、救急隊と
医師との間に相互の信頼関係が構築
されていること

・ プロトコルを都道府県単位で原則統一
・ 指示、指導・助言を行うために必要な知識の教育
（参考：教育に用いることができる資料）
－「病院前医療体制における指導医等研修（初級者、上級者）」（厚生労働省の委託事業）
－「救急医のためのメディカルコントロールセミナー」（日本救急医学会）
－「メディカルコントロールに係わる救急領域を専門としない医師に対するMC基礎知識」（日

本救急医学会作成動画）

・ どのような医師がオンラインMCを行っているかを地域MC協議会が把握
・ 都道府県MC協議会が地域MC協議会ごとのオンラインMCを行う医師の経験
や能力の偏りを是正
・ 救急隊とMC医師の関係性の構築 等

常時性、迅速性、適切性を満たす望ましいオンラインMC体制
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（2）救急活動におけるICT技術の導入
　救急業務におけるICTの活用については、これまで「救
急業務のあり方に関する検討会」でも検討が行われ、そ
の結果を消防庁から通知で示すこと等により各地域にお
ける導入の促進が図られてきたところです。しかしなが
ら、ICT等の先進的な技術は日々進歩し、新たな技術も
次々と生まれていることなどから、各地域における取組
に地域差が生じているという状況等を踏まえ、令和２年
度においては、特に、救急隊員の作業を簡素化するとい
う観点に着目して、ICT等の先進的な技術の活用に係る
検討を行うとともに、救急業務の高度化という視点から
の先進的な技術の活用の可能性についての検討が行われ
ました。
　令和２年度の検討にあたっては、消防職員やICT等の
先進的な技術に関する有識者で構成された連絡会の開催
や札幌市消防局及び横須賀市消防局での実証実験を通じ
て行われました。その結果等を踏まえ、RPAやOCRと
いった先進的な技術の活用に係る効果や留意点、課題へ
の解決策等が取りまとめられ、ICT等の先進的な技術が
未導入となっている消防本部に向けた、救急業務で活用
可能な先進的な技術のカタログ化が行われました。

　オンラインMCについては、常時性、迅速性、適切性の
考え方を改めて整理するとともに、それらを満たす望まし
いオンラインMC体制について検討されました。
　こうした体制を構築するため、地域MC協議会は、複数
の指示要請先の確保及び優先順位の明確化、地域の状況
に合わせたプロトコルの調整、教育機会の設定等、指示、
指導・助言体制の構築に係る中心的な役割を担う必要が
あること、都道府県MC協議会は、地域MC協議会の取組
を確認し、活動の質を高められるような積極的な支援を行
い、特に都道府県単位のプロトコルの統一等の広域な調
整が必要となる取組については、中心的な役割を担う必要
があることが示されました。
　再教育については、日常的な教育体制における教育（実
践経験を通じた教育）についての整理が行われ、看護領
域の教育方法を参考に、救急救命士を含む救急隊員に対
する教育方法について、「①目的の認識」、「②実践経験」、

「③振り返り」のプロセスの検討が行われました。

出動前 出動中 帰署後

目的の認識１

実践経験２

振り返り３

 実践の前（基本的には出動前）
に目的を意識。

 目的は生涯教育の指針Ver.1に
おける教育理念に沿って、基礎
的な能力の要素（技術、知識、
教育・指導、連携）から設定。

3

 出動から帰署までの一連の
実践を教育機会と捉える。

 自省は自分のタイミングで適宜
（究極的には実践中から）行う。

 終了後、指導者のファシリテー
ションを受けて振り返りを行う。

 振り返りにより得られた成長を
次の実践に結びつける。

＜救急出動前から帰署までの一連の流れにおける教育手順＞救急出動前から帰署までの一連の流れにおける教育手順

4

技術の名称 OCR（Optical Character Recognition＝光学文字認識）
技術の概要 ・手書きや印刷された文字をイメージスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピューターが利用できる

デジタルの文字コードに変換する技術
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理に傷病者引継書等をスキャナーで取込み、OCRソフトで
データ化された内容を確認及び修正することが想定される。。

技術の名称 RPA（Robotic Process Automation＝ロボットによる手順の自動化）
技術の概要 ・ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代

行・自動化する概念
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理時にデータ化された情報を他のシステム（OAシステム等）
に自動入力することが想定される。

救急業務で活用可能な先進的な技術のカタログ（抜粋）

　事後検証については、個々の救急活動の検証を通じて
救急救命士を含めた救急隊員の行う観察・処置等の質を
保障することを基本としつつ、さらに地域の救急搬送・
救急医療リソースの適切な運用を図るため、消防法（昭
和23年法律第186号）第35条の５に定める「傷病者の
搬送及び受入れの実施に関する基準」（以下「実施基準」
という。）に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況
を定期的に検証・評価し、必要に応じて実施基準の見直
しを図っていくこと等について示されました。
　また、救急業務におけるMC体制において、消防機関、
医療関係者、都道府県等が連携し地域の病院前救護の質
を保障するためには、PDCAサイクルを通じた継続的な
MC体制の構築・改善が図られることが望ましいことか
ら、体制の評価指標を例示し、こうした指標を活用した
PDCAの取組について示されました。
　令和２年度の検討を踏まえ、消防庁では「救急業務に
おけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化に

ついて（通知）」（令和３年３月26日付け消防救第97号
救急企画室長通知）を発出し、MC体制の充実強化に向
けて、地域MC協議会・都道府県MC協議会が取り組む
べきこと等について示しました。今後も、MC体制のも
とで実施される救急救命士等の教育や、MC体制の
PDCAのあり方等について引き続き検討を行い、MC体
制の更なる充実に資するよう取り組んでいくこととして
います。
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　また、救急業務の高度化という視点からの先進的な技
術の活用の可能性については、先進的な取組を実施して
いる消防本部や先進的な技術に関わる事業者等からの情
報収集及び全国の消防本部へのアンケート調査結果の分
析を通じて、消防本部から望まれるICT等の先進的な技
術について取りまとめられています。
　先進的な技術の活用について、一定程度の有用性や実
用性が示された一方で、地域の実情により消防本部の
ニーズが違うことなどの課題も確認されたことも踏ま
え、今年度も引き続き、５Gをはじめとした先進的な技
術の開発状況を確認しつつ、救急業務の諸課題に対する
先進的な技術の活用という視点からの課題解決の方策を
検討していくこととしています。

（3）蘇生ガイドライン改訂への対応
　これまで、５年ごとに「心肺蘇生と緊急心血管治療の
た め の 科 学 と 治 療 の 推 奨 に 関 わ る コ ン セ ン サ ス

（CoSTR）」及び「JRC蘇生ガイドライン」が公開され
ることに合わせて、日本救急医療財団（心肺蘇生法委員
会）によって、「救急蘇生法の指針（市民用）」及び「救
急蘇生法の指針（医療従事者用）」が改訂され、「救急業
務のあり方に関する検討会」でも、これらの改訂に連動
する形で、一般市民や救急隊員が行う心肺蘇生法におい
て影響を受ける事項について、検討を行うことが通例と
されてきました。こうした中、令和２年度は、今般の新
型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、日本蘇
生協議会（JRC）から、「JRC蘇生ガイドライン2020」
の公開を当初の予定から少なくとも半年間延期し、ドラ
フト版の作成を2021年３月、出版を2021年度（令和３
年度）とすることが示され、検討会における検討につい
ても、年度当初に想定していたスケジュールを、大きく
後ろ倒しすることを余儀なくされました。
　しかし、蘇生ガイドライン改訂に伴う、一般市民や救
急隊員が行う心肺蘇生法の見直しという命題が、喫緊に
取り組むべき課題であることに変わりはないことから、
今後の状況の変化へ的確に対応しながら、必要な検討を
速やかに進めていく方針などが確認されるとともに、令
和３年３月下旬に、第１回目となる蘇生ガイドライン改
訂への対応を検討するワーキンググループが開催されま
した。

（4）�救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向
けた検討

　救急安心センター事業（♯7119）（以下「♯7119」
という。）については、全国で実施されることを目指し、

「救急業務のあり方に関する検討会」を中心に、これま
でも様々な視点から検証・検討を行い、その結果を示す
ことで、事業の導入を促進してきているところです。し
かし、令和２年10月１日現在、全国17地域、人口カバー
率は46.0％にとどまっていることから、令和２年度は

「全国どこにいても♯7119番が繋がる体制」すなわち♯
7119の全国展開を目指し、「♯7119の全国展開に向け
た検討部会」（以下「検討部会」という。）を設置し、未
実施団体における事業導入に係る課題やその解決方策等
について議論を重ねてきました。
　具体的には、検討部会において、未実施団体へのアン
ケート調査や実施団体・未実施団体へのヒアリング等を
通じて事業導入に向けた課題等が抽出され、議論が行わ
れた結果、全国展開に向け解決すべき課題については、
事業実施の必要性の再整理や事業の実施主体・財政措置
のあり方など６項目に整理されました。それぞれの課題
に対し、検討部会における議論や事業実施団体の担当者
による検討を踏まえ、各課題に対して考えられる解決策
が示され、令和３年１月に検討部会報告書として取りま
とめられました。
　主な課題の一つである財政措置のあり方については、
♯7119に対する国の財政支援措置に関し、これまで「原
則、市町村が実施主体」との整理に基づいて講じられて
きましたが、検討部会において、「都道府県が実施主体
となる」、あるいは「実施を主導するのが今後の事業実
施モデルになっていくのではないか」との議論があった
こと等を踏まえ、令和３年度からは、現行の制度を見直

令和３年

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
令和４年

１月 ２月 ３月

蘇
生
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂
へ
の
対
応
を
検
討
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

※第１回目はキックオフ。
※第２回目から第４回目で「救急蘇生法の指針（市民用）」の改訂により、影響を受ける事項の検討を行う。
※第５回目から第７回目で「救急蘇生法の指針（医療従事者用）」の改訂により、影響を受ける事項の検討を行う。
※日本救急医療財団（心肺蘇生法委員会）による、「救急蘇生法の指針（市民用）」、「救急蘇生法の指針（医療従事者用）」の改訂作業に
合わせながらワーキンググループを開催するので、開催回数・時期、報告書・通知の発出は時期がずれることがある。

最
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し、都道府県又は市町村の財政負担に対して、新たに特
別交付税措置を講じることとなりました（令和３年１月
29日付け救急企画室事務連絡）。
　更に、消防庁では、検討部会報告書を踏まえ、管内に
♯7119の未実施地域を有する都道府県等において、今
後具体的に取り組んで欲しいことをとりまとめた通知を
発出しています（令和３年３月26日付け消防救第94号

救急企画室長通知）。
　今後、消防庁では、検討部会における検討結果等を踏
まえ、各地域で♯7119の導入に向けた取組が促進され
るよう、未実施地域への個別の連絡・協議等を継続しつ
つ、通知等の発出や、事業導入／運用マニュアルの作成
など、具体的な取組を進めていくこととしています。

第４章 まとめ

第３章 各課題への解決策の提示

○ 従来からの①～③という３つの観点に加えて、以下の④・⑤の観点から
も、寄せられる期待や重要性がますます増していることを確認。

① 救急車の適正利用
② 救急医療機関の受診の適正化
③ 住民への安心・安全の提供
④ 高齢化及び人口減少の進展や社会環境の変化といった、時代の変化への的確な対応

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式の実践

○ 今後は、国として本事業の実施効果の分析・明確化をさらに押し進め、
結果を分かりやすく整理のうえ、広く普及啓発することが不可欠。

○ なお、その際には、単視眼的にではなく、上記の５つの観点を踏まえつ
つ、実施地域から多種多様なデータを継続的に収集し、地域差や経年変
化なども含めて十分に分析・明確化しながら、考えられる効果を広く
「合わせ技」で提示・説明していくことが望ましい。

○ なお、こうした作業の前提として、事業効果そのものの定義や、評価の
基準・指標などについて、さらに共通認識を固めていくことが必要。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

１．事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）

４．類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応

○ ♯7119事業には、「子ども医療電話相談事業（♯8000）」との共通性も
見られるが、両者は提供サービス等に本質的な性質の違いなども見て取
れることから、将来的な一本化の方向性には留意しながらも、まずは
♯7119事業の速やかな全国展開の実現が先決。当面は、利用者目線に
立った必要な役割分担・区別化と、事業効果分析や質の向上等における
適切な相互連携が望ましい。

○ これまでも、国レベル・実施団体レベルで様々な活動を展開してきたが、
現状では、番号自体の認知度の低さや、利用に際する心理的ハードルの
高さなど、課題があるため、以下のような、繰り返し､かつ､あらゆる角
度からの具体的なアプローチを粘り強く実施していくことが不可欠。

☑ 効果的利用の実例集/体験集の作成及び活用
☑ ターゲットとなる対象者のニーズや特性等を十分に考慮した取組の実施

☑ SNSやLINE、YouTubeといった新しいICTツールも含めたあらゆる手段/ツールの活用

☑ 訴求力の高い創意工夫ある取組の検討 等

５．事業の普及啓発・認知度向上のための方策

６．未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

【(１) 未実施団体における検討の加速】
○ 未実施団体における検討のきっかけとしては、何よりもまず「地域住民

からの声」などが考えられ、「事業導入・運営の手引き／ガイドライ
ン」のようなものの掲示など、ノウハウ共有に係る国からの適切な支援
についても、期待される。そのほか、検討を具体的に促す枠組みとして
は、例えば以下のような取組が挙げられる。未実施地域においては、こ
れも参考に検討を加速頂くとともに、国の制度的な後押しについても検
討が望まれる。

☑ メディカルコントロール（ＭＣ）協議会等の活用についての検討
☑ 都道府県が作成する地域医療計画における位置づけについての検討
☑ 創意工夫ある実施方式（スモールスタート等）の活用についての検討

【(２) 既実施団体における事業の底上げ】

○ 既実施団体において、事業の「質」「利便性」及び「効率性」の向上と
いった事業の底上げを図ることは、本事業自体の魅力や効果を高め、未
実施団体における導入の誘因ともなり得る。それらの論点を幅広く盛り
込んだ包括的な仕様書の例を作成する等の対応が望まれる。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

第１章 検討部会設置の背景・目的

第２章 救急安心センター事業導入に向けた課題の整理

⇒ 全国展開に向け解決すべき課題を、以下の６項目に整理

⇒ これまでの取組や現状の実施状況、検討部会の構成等について整理

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方

【(１) これまでの消防庁の考え方の整理】

○ 消防庁では従来、本事業は消防行政（市町村行政）との建て付けを基本
に、以下のとおり制度を運用してきた。

☑ 実施地域の単位 ＝ 「原則、都道府県単位」とする。
☑ 実施主体 ＝ 「原則、市町村が実施主体」であることを標準形とする。
☑ 財政措置 ＝ 運営費は普通交付税市町村分（消防費）で措置。

【(２) 実施地域における実施主体、財政負担の現況】

○ 令和２年10月現在、事業実施地域は、全国で１７地域。

【(３) ♯7119事業という行政サービスの法的性質】

○ 救急業務は、原則として市町村によって果たされる消防の業務の一環で
あるとともに、その後に控える医療とのシームレスな連携も求められる。

○ 関係法令の規定に基づき整理すると、本事業は、市町村及び都道府県の双
方が、実施主体として整理され得る事業であると位置づけられると考える。

☑ 市町村が実施主体 ： 6地域
都道府県が実施主体：11地域

☑ 消防防災主管部局(消防本部)が主導： 2地域

衛生主管部局や運営協議会等が主導：15地域

【(４) 課題に対して考えられる解決策の検討】

①「実施主体」のあり方

○ 消防庁が従来、標準形としてきた「原則、市町村が実施主体」という
一義的な整理には、やや無理が生じており、実施主体のあり方につい
ては、一義的・画一的に定めるべきものではなく、原則、各地域の実
情に任せて委ねるということではないか、との結論に至った。

○ また、その際には、事業実施のパターン分け（※下表参照）に関して、
以下の共通認識に至った。

☑ 都道府県が実施主体となる（実施を主導する）パターン①やパター
ン②が、今後の典型的な事業実施モデルとなっていくのではないか。

☑ 中でも、都道府県と市町村とが負担を分かち合い、共同して実施す
る、「医療行政/消防行政折衷型、県市協働型」と整理できるパター
ン②が、敢えて言えば｢推奨モデル｣と位置づけられるのではないか。

☑ 一方で、国としては全国一律なモデルを当てはめようとすべきでは
なく、状況や地域によっては、パターン③やパターン④も含め、多
様で柔軟な実施主体の選択を認め、それに応じた財政措置のあり方
や必要な方策を考えていくべき。

本事業の実施主体のあり方に関するパターン分けの例の可視化イメージ

②「財政措置」のあり方

○ 従来、国の財政支援措置については、基本的に「原則、市町村が実施
主体」との整理に基づいて講じられてきた。

○ 今後はさらに速やかな全国展開に繋げられるよう、上記①で述べた整
理に基づき各地域でそれぞれの実情に応じて選択された実施主体に生ず
る財政負担に対して、実効性ある適切な財政措置の実現を強く期待する。

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方（続き）

令和２年度救急業務のあり方に関する検討会「♯7119の全国展開に向けた検討部会」報告書 概要 令和３年１月

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策

【(１) 関係機関・事業との連携】

○ 行政機関どうしはもとより、本事業の関係者間で、顔の見える関係の構
築や、利用者側の視点を踏まえた主体的・有機的な連携協力が不可欠。

○ 関係者ごとの立場・役割の「見える化」、定期的な連絡調整の場の設定
及び必要な取組の協議など、実効性ある連携協力体制の構築が望まれる。

○ 地域の関係者との強固なネットワークを有する全国的な関係機関(全国
規模の消防関係団体や日本医師会等の医療関係団体、地方自治法に規定
される全国的連合組織等)との間でも、さらなる連携を期待。

【(２) 相談員の確保方策】

○ 事業の質を担保するためにも、救急病院での勤務経験者や救急救命士業
務経験者といった適切な人材を選定することが望ましい。人材確保に困
難がある場合は、顔の見える関係が構築されている地域の医師会・看護
師会などの関係機関への協力依頼といった方策が考えられる。

【(３) 委託事業者の確保方策】

○ 課題への解決策としては、①先行実施団体における委託事例の整理、②
事業実施に当たっての「モデル仕様書」の改善、③地域の実情に即した
選択肢ごとのメリット・デメリットの冷静な比較衡量、等が考えられる。

○ ノウハウの共有など、国からの引き続きの支援も望まれるほか、従来は
取組事例が乏しい都道府県境を超えた広域的な取組についても、さらな
る進展を期待。

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策（続き）

(１) 事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）
(２) 事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方
(３) 関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策
(４) 類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応
(５) 事業の普及啓発・認知度向上のための方策
(６) 未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

○ 本事業の全国展開に向け解決すべき課題を６項目に整理した上で、それ
ぞれに対して考えられる解決策を検討した。

○ 「事業実施の必要性の再整理」、「事業の実施地域、実施主体、財政措
置のあり方」など、整理した課題それぞれについて、一定の結論を見出す
ことができ、特に、財政措置のあり方に関しては、検討部会での結論を踏
まえ、協議・調整がなされた結果、令和３年度からは現行の措置を見直し、
都道府県又は市町村における本事業実施に係る財政負担に対し、新たに特
別交付税措置が講じられることとなった。このことは、未実施団体におけ
る本事業の早期導入に向けて、非常に大きな追い風となるものと考えてお
り、評価したい。

○ 今後も♯7119の全国展開の実現に向け、未実施団体における事業の導入
が一層進んでいくことを強く祈念する。

「♯7119の全国展開に向けた検討部会」報告書　概要

（5）救急隊の感染防止対策
　消防庁では、「平成30年度救急業務のあり方に関する
検討会」において、「救急隊の感染防止対策マニュアル

（Ver.1.0）」を策定し、全国の消防本部に周知しました。
こうした中、令和２年１月以降、国内で新型コロナウイ
ルス感染症が発生し、各消防機関は保健所等からの要請
に基づき患者等の移送に協力するなど、必要な対応にあ
たっています。このような状況に鑑み、感染防止対策の
更なる体制整備・充実を図るため、本検討会のもとに設
置したワーキンググループにおいて、最新の医学的知見
及び新型コロナウイルス感染症患者への対応の経験を踏
まえたマニュアルの改訂が検討され、「救急隊の感染防
止対策マニュアル（Ver.2.0）」がとりまとめられました。

救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）
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おわりに

　令和２年度の検討会においては、救急救命士法施行か
ら約30年、MC体制の構築を始めてから約20年が経過し
た中での「救急業務におけるMC体制のあり方」、また、
消防庁としての最重要施策の１つである「救急安心セン
ター事業（♯7119）の全国展開に向けた検討」のほか、

「救急活動におけるICT技術導入」等、多岐にわたる検
討が行われました。その結果、「救急隊の感染防止対策
マニュアル（Ver.2.0）」の策定や、救急業務に関するフォ
ローアップによる各地域の救急業務への取組状況の把握
なども含め、多くの成果をまとめることができました。
本報告書が各地域で有効活用され、救急救命体制の充実・
強化の一助となり、我が国の救命率の向上につながるこ
とを期待しています。

問合わせ先
　消防庁救急企画室
　TEL: 03-5253-7529

● 令和２年12月25日（金） 「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）」の発出及び救急隊の感染防
止対策の推進について（消防救第315号消防庁救急企画室長通知）を発出

「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）」の発出及び救急隊の感染防止対策の推進

１． 救急隊の感染防止対策マニュアルの策定等について

・感染防止対策マニュアルを既に策定済の消防本部にあっては、改訂版マニュアルを参考としたマニュアル再整備を、
未策定の消防本部にあっては、改訂版マニュアルを参考としたマニュアル整備を図るなど、引き続き、救急隊の感染防
止対策や資器材の消毒等の適切な実施を依頼

２．消防機関における感染防止管理体制の構築など感染防止の取組について

・今後とも、各消防本部においては、消防機関における望ましい管理体制の例（通知別添２）及び改訂版マニュアルを参
考に、感染防止管理体制の構築など、必要な感染防止の取組を進めるよう依頼

３．救急隊員の血中抗体検査及びワクチン接種の実施

・職業感染防止対策としての血中抗体検査及び各種ワクチン接種（麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘、破傷風、B
型肝炎等）について、マニュアルの記載を最新ガイドラインに基づき改訂したことから、今後は改訂版マニュアルに沿っ
て引き続き適切に取り組んでいただくよう依頼

４． 救急業務に起因した新型コロナウイルス感染症等への感染者が認められた場合の対応について

・救急隊員が救急業務に起因して新型コロナウイルス感染症等の感染症に感染した場合においても、そのことをもって、
不利益な取扱いや差別等を受けることがあってはならない。

適切な感染防止対策を行っている場合であっても、一定の確率で感染症に罹患する可能性があることから、今後、救
急業務に起因した感染者が認められた場合は、組織としての感染防止管理体制を改めて確認するとともに、感染者本
人に対して精神面のサポートを含めた適切な健康管理を行うよう依頼

9

通知の概要

（6）救急業務に関するフォローアップ
　救急業務に関する取組状況が、地域によって差が生じ
ていたことから、消防庁では、平成29年度から救急業
務に関するフォローアップを開始し、アンケート調査を
毎年度実施するとともに、３年をかけて全国47都道府
県を一巡しました。

　これを踏まえ、「「救急隊の感染防止対策マニュアル
（Ver.2.0）」の発出及び救急隊の感染防止対策の推進に
ついて」（令和２年12月25日付け消防救第315号消防庁
救急企画室長通知）を発出し、改訂版マニュアルについ
て周知を図るとともに、消防機関における感染防止管理
体制の構築など、必要な感染防止の取組を進めるよう依
頼しました。
　各消防機関においては改訂版マニュアルを最大限活用
いただき、救急隊員が安全に活動できるよう、感染防止
対策の体制整備・充実に努めるようお願いします。

　その上で、更なるステップとして、各地域の課題への
対応策について継続したサポートを行うとともに、各消
防本部における課題や先進事例を共有することによっ
て、諸課題を解決するための施策につながるヒントを各
消防本部が得ることで、全国的な救急業務のより一層の
レベルアップが図られることを目的として、新たに令和
２年度から４年間をかけて、フォローアップを実施する
こととしました。今年度の個別訪問は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響もあり、６府県19消防本部へのフォ
ローアップの実施にとどまりましたが、それぞれ一定の
成果をあげることができました。今年度以降も、本事業
の目的を達成すべく引き続きフォローアップを実施して
いきます。

救急隊の感染防止対策マニュアルVer.2.0 改訂のポイント

新型コロナウイルス感染症への対応について

〇 新型コロナウイルス感染症の感染経路や特性を踏まえ、陽
性患者や地域の感染拡大状況等から疑う傷病者に対応する
場合の感染防止対策をまとめ、以下の内容を中心に記載

・ 手指衛生及び個人防護具（手袋、サージカルマスク、感染
防止衣等）の着用を行うこと
・ 傷病者及び同乗する者に対して可能な限りサージカルマスク
を着用させること、それが難しい場合は、隊員は必ずゴーグル・
フェイスシールドを着用すること
・ 全身つなぎ型の感染防止衣は不要であること
・ 心肺蘇生時は処置に伴いエアロゾルによる感染のリスクが生
じるため、注意して対応する必要があること

N95マスク、ゴーグル・フェイスシールドの使用について

〇 N95マスクの使用場面として、空気感染に加え、エアロゾ
ルによって感染するリスクがある場合を追加
〇 N95マスクのフィットテスト（適切なサイズのマスクを選択
できていることの確認）の必要性について記載
〇 ゴーグル・フェイスシールドの選択の考え方について記載
〇 資器材の再利用の考え方について記載

写真及び動画による説明を追加

〇 感染防止衣の脱着方法について写真及び動画で説明 〇 救急車両の感染防止対策（養生の
方法）について写真で例示

その他の事項

〇 各種ワクチン接種及び血中抗体検査のスケジュール等に
ついて、最新のガイドラインに沿った内容に改訂
〇 適切な感染防止対策のため、搬送前から医療機関や保
健所と必要な情報共有を行うことについて記載

国立国際医療研究センター提供動画
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「石油コンビナート災害対応への先進技術活
用検討会」について

　消防庁では、日々発展するＩｏＴ、ＡＩ、３Ｄ解析技
術やドローンなどを先進技術として位置付け、それらを
活用した石油コンビナート災害対応の未来像を提示する
ことにより、先進技術の導入促進を図るため、標記の検
討会を令和元年８月から令和３年３月までに計７回開催
しています。その概要及び今後の取り組み方針について
本稿で紹介します。

はじめに1

消防庁特殊災害室

（１）	 検討会設置の背景・目的
　�　南海トラフ地震等の大規模自然災害では、石油コン
ビナートにおいても甚大な被害が予想されています。
その際に発生する災害では、実態を迅速かつ正確に把
握し、限られたリソースを活用して正確な状況判断に
基づいた災害対応が求められますが、その人材の育成
やノウハウの継承が順調に進んでいるとは言い難く、
関係者において懸念されている状況にあります。

　�　一方、正確な情報を迅速に収集するＩｏＴ、３Ｄ解
析技術や的確に状況判断を行うＡＩ等の先進技術の発
展はめざましく、様々な分野において保安対策、ヒュー
マンエラー対策に活用され始めています。

　�　このため、石油コンビナート災害における都道府県、
消防機関及び特定事業所の対応を、より安全で効果的
に行うための先進技術の活用が推進されるよう、先進
技術活用に関するニーズ調査及び分析を行い、概ね５
Ｇ技術が普及した程度の近い将来を想定した先進技術
の導入及び活用方策を検討しています。

（２）　令和元年度実施結果
　�　都道府県、消防本部、消防機関の先進技術に関する
ニーズや課題をアンケートにより取りまとめるととも
に、参考となる先進事例の活用事例も併せて取りまと
めました。

　�　そして、目指すべき目標イメージとしての石油コン
ビナート災害対応の未来像及び課題について整理し、
石油コンビナート災害対応への先進技術の活用の方向
性をまとめました。

検討会概要2

「石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会」について 

 

消防庁特殊災害室  

１ はじめに 

消防庁では、日々発展するＩｏＴ、ＡＩ、３Ｄ解析技術やドローンなどを先進技術と

して位置付け、それらを活用した石油コンビナート災害対応の未来像を提示することに

より、先進技術の導入促進を図るため、標記の検討会を令和元年８月から令和３年３月

までに計７回開催しています。その概要及び今後の取り組み方針について本稿で紹介し

ます。 

 

２ 検討会概要 

（１） 検討会設置の背景・目的 

南海トラフ地震等の大規模自然災害では、石油コンビナートにおいても甚大な被

害が予想されています。その際に発生する災害では、実態を迅速かつ正確に把握し、

限られたリソースを活用して正確な状況判断に基づいた災害対応が求められます

が、その人材の育成やノウハウの継承が順調に進んでいるとは言い難く、関係者に

おいて懸念されている状況にあります。 

一方、正確な情報を迅速に収集するＩｏＴ、３Ｄ解析技術や的確に状況判断を行

うＡＩ等の先進技術の発展はめざましく、様々な分野において保安対策、ヒューマ

ンエラー対策に活用され始めています。 

このため、石油コンビナート災害における都道府県、消防機関及び特定事業所の

対応を、より安全で効果的に行うための先進技術の活用が推進されるよう、先進技

術活用に関するニーズ調査及び分析を行い、概ね５Ｇ技術が普及した程度の近い将

来を想定した先進技術の導入及び活用方策を検討しています。 

 

（２） 令和元年度実施結果 

都道府県、消防本部、消防機関の先進技術に関するニーズや課題をアンケートに

より取りまとめるとともに、参考となる先進事例の活用事例も併せて取りまとめま

した。 

 そして、目指すべき目標イメージとしての石油コンビナート災害対応の未来像及

び課題について整理し、石油コンビナート災害対応への先進技術の活用の方向性を

まとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【携帯端末や電子ホワイトボードを活用した情報共有】 【ウェアラブルデバイス×画像伝送装置】 
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【携帯端末や電子ホワイトボードを活用した情報共有】 【ウェアラブルデバイス×画像伝送装置】 
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【無人放水ロボット】 【状況把握のためのドローン活用事例】 

（３）	 令和２年度実施結果
　�　令和元年度の検討会結果をもとに、各機関における
防災体制の現状を整理し、石油コンビナート災害対応
に係る先進技術導入箇所を提示しました。
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　消防庁は、石油コンビナート等へのドローンやＡＩ、
ＩｏＴ等新技術の導入によって限られた防災リソースを
適切に運用し最大の効果を発揮させることを目的とし、
「先進技術を活用した石油コンビナート災害対応に関す
る検討会(令和元年度～２年度)」を開催し検討を行って
きました。これまでの検討結果をもとに、「令和３年度
　石油コンビナート災害対応への先進技術活用検証計
画」を策定し、検証する項目を整理したところです。
今後は、整理した先進技術導入箇所についてさらに情報
収集を行い、導入が可能なのか項目ごとに検討・検証を
進めていきます。

　石油コンビナートにおいて事故等が発生した場合、多
数の死傷者を伴う深刻な事故となることもあり、また周
辺住民の安全を脅かすような大事故となる可能性や、周
辺環境や経済活動へも大きな影響を与える可能性があり
ます。国民の安心・安全を守るため、先進技術の導入を
含め、石油コンビナート災害対応の高度化・充実強化を
図ることが常に求められています。
　消防庁特殊災害室としては、この２箇年で共有した先
進技術導入に向けた目標イメージを踏まえつつ、ニーズ
が高く、かつ、実現可能性が高いと考えられる分野を中
心に、具体的なシステムやアプリケーションのあり方や、
平時の生産管理・保安体制との接続性も考慮し、消防庁
が中心となってさらに深掘りしていくことが効果的な課
題に対し、解決策についてさらに検討を進めていきます。
　最後に、本報告書が提示した未来像が関係者の将来ビ
ジョン形成の一助となることを心から期待します。

令和３年度検討会に向けて3 終わりに4

 

 

（３）令和２年度実施結果 

   令和元年度の検討会結果をもとに、各機関における防災体制の現状を整理し、石油

コンビナート災害対応に係る先進技術導入箇所を提示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 令和３年度検討会に向けて 

  消防庁は、石油コンビナート等へのドローンやＡＩ、ＩｏＴ等新技術の導入によって

限られた防災リソースを適切に運用し最大の効果を発揮させることを目的とし、「先進

技術を活用した石油コンビナート災害対応に関する検討会(令和元年度～２年度)」を

開催し検討を行ってきました。これまでの検討結果をもとに、「令和３年度 石油コン

ビナート災害対応への先進技術活用検証計画」を策定し、検証する項目を整理したとこ

ろです。 

今後は、整理した先進技術導入箇所についてさらに情報収集を行い、導入が可能なの

か項目ごとに検討・検証を進めていきます。 

 

４ 終わりに 

石油コンビナートにおいて事故等が発生した場合、多数の死傷者を伴う深刻な事故と

なることもあり、また周辺住民の安全を脅かすような大事故となる可能性や、周辺環境

や経済活動へも大きな影響を与える可能性があります。国民の安心・安全を守るため、

先進技術の導入を含め、石油コンビナート災害対応の高度化・充実強化を図ることが常

に求められています。 

問合わせ先
　消防庁　特殊災害室
　TEL: 03-5253-7528
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はじめに1

　消防庁では、自動車事故等に対する救助技術の向上を
図ることを目的として、「次世代自動車事故等に対する
活動技術の高度化に関する検討会」（以下、「検討会」と
いう。）を開催し、次世代自動車等に特化した活動要領
等について検討した。
　ここに、令和３年３月に取りまとめられた検討会報告
書の概要について紹介する。

　各国で地球温暖化対策が進む中、日本では自動車の環
境負荷低減を加速するため、次世代自動車（ハイブリッ
ド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動
車等）の普及が進んでいる。
　次世代自動車の高電圧等に対する安全対策について
は、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準第
17条の２により、乗員の感電を防ぐことが義務付けら
れている状況であるが、一方で次世代自動車が原形をと
どめないほどの強い衝撃を受けた場合などは感電のリス
クが高まる。
　また、消防隊員が救助活動を行う上でも、感電防止策
等に主眼を置いた安全管理体制の整備が望まれることか
ら、今後も普及が進む次世代自動車による事故等への迅
速な対応及び安全に配意した標準的な活動要領について
検討した。

WEB会議により検討会を開催

（１）�　次世代自動車に関する有識者、関係省庁、消防関
係機関等で構成する委員（「表：検討会委員名簿」
参照）による検討会を計４回開催した。

（２）�　全国の消防本部に対して実施した実態調査の結果
（活動要領等の整備状況、訓練実施状況、消防本部
の取組み、資機材の保有状況及び災害事例等）から
課題を抽出し、次世代自動車の主な危険性、安全対
策及び要救助者の社会復帰を踏まえた救護救出方法
について検討した。

氏名 所属・役職等 備考

木下�直樹 一般社団法人　日本自動車工業会　電動車部会
電気安全分科会長

有識者等

◎小林�恭一 東京理科大学　総合研究院教授
関根�和弘 京都橘大学　健康科学部　救急救命学科教授

髙橋�直人 公立諏訪東京理科大学
機械電気工学科非常勤講師

高橋�昌志 一般財団法人　日本自動車研究所
電動モビリティ研究部　水素・電気安全グループ長

山﨑�孝章 国土交通省　自動車局　安全・環境基準課長

若原�誠一 一般社団法人　日本自動車連盟
ロードサービス部　技術課長

大塚�和利 横浜市消防局　警防部　警防課長

消防関係機関

田上�　満 長岡市消防本部　次長
土屋�英輔 豊田市消防本部　警防救急課長

野呂瀬�亮一 東京消防庁　警防部　救助課長
※令和２年10月１日から

森田�拓志 全国消防長会　事業企画課長

山田�　寿 東京消防庁　警防部　救助課長
※令和２年９月30日まで

吉田�克己 神戸市消防局　警防部
救助・特殊災害担当課長

渡邊�　薫 仙台市消防局　警防部　警防課長

表：検討会委員名簿（敬称略・五十音順、令和２年度中の所属及び役職）

◎座長

「次世代自動車事故等に対する活動技術の
高度化に関する検討会」報告書の概要

消防庁国民保護・防災部参事官

検討の背景2

検討方法3
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要点及び概要4

　検討会では、次世代自動車の最大のリスクである感電
防止策等に主眼を置いた安全管理体制や要救助者の社会
復帰を踏まえた救護救出方法等について、有識者からの
専門的な知見に基づき検討し、報告書をとりまとめた。
それを踏まえ、消防庁として「次世代自動車事故等にお
ける消防機関の活動要領」を策定した。
＜項目＞・活動要領利用上の留意点
　　　　・次世代自動車の見分け方
　　　　・消防活動の基本原則
　　　　・車種別活動要領
　　　　・救護救出要領

　また、「次世代自動車事故等における消防機関の活動
要領」として取りまとめた次世代自動車に特化した項目
の他に、以下の項目を「参考資料」として掲載すること
で、目的や技術レベルに応じて学ぶことのできるものと
した。
　・車の基本構造
　・電気の基礎知識
　・メーカー別レスキューマニュアル
　　�（主な次世代自動車のレスキューマニュアルのウェ

ブサイト）
　・主な次世代自動車の概要
　　�（主要な次世代自動車の各部品の位置、取扱説明書・

レスキューマニュアル）
　・先駆的な消防本部等の取組みの紹介

　他にも、車両構造・各部品の位置や高電圧の遮断方法
について動画で確認することで知識と理解をより深めら
れるよう、教育・教材動画（DVD）を作成した。

報告書：主な次世代自動車の概要

教育・教材動画（協力：日本自動車研究所）

　消防庁では、報告書の内容を踏まえて、「次世代自動
車事故等における消防機関の活動要領」を定め、都道府
県を通じて各消防本部に周知した。また、提言について
は、関係機関等と調整を進め、実現に向けて取リ組んで
いく予定である。

※　令和２年度救助技術の高度化等検討会報告書
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-
68.html

おわりに5

　さらに、次世代自動車の技術革新に対して的確に対
応するため、以下の２点を検討会から提言した。
・�安全かつ迅速な救助活動に繋がるレスキューマニュアル
のQRコード化

・関係機関への統一的な教育の場の整備

問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部参事官付
　担当：田中補佐、宮嶋係長、竹内事務官
　TEL: 03-5253-7507
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～令和３年度の公募状況及び採択結果について～
　「消防防災科学技術研究推進制度」は、消防防災行政
に係る課題解決や重要施策推進のための研究開発を委託
し、国民が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、
平成15年度に創設された競争的資金制度です。
　令和３年度新規研究課題について37件の応募があり、
外部有識者による評価会において、「統合イノベーショ
ン戦略2020」（令和２年7月17日閣議決定）等の政府方
針や消防防災行政における重要施策等を踏まえて審議さ
れた結果に基づき、９件を採択しました。

消防防災科学技術研究
推進制度における令和
３年度新規採択課題の
公表

予防課

問合わせ先
　消防庁予防課（消防技術政策担当）　田川
　TEL: 03-5253-7541

研究課題名 所属機関名
研究代表者名 連携消防機関等 研究内容

スマホを活用したドローン無線
中継システムによる遭難者位置
特定及び救助支援

ソフトバンク
株式会社

藤井　輝也

羊蹄山ろく
消防組合消防本部

上伊那広域
消防本部

携帯電話（スマホ）に標準的に搭載されているGPS(Global Positioning System)機能を活
用して、山岳遭難や雪崩や地震等により雪や土砂等に埋まった遭難者の迅速な救助を支援と
する「ドローン無線中継システムを用いた遭難者の位置特定システム」の試作装置を開発し
た。本システムは、山岳など携帯電話が通信できない圏外エリアを「ドローン無線中継シス
テム」で臨時に圏内エリア化し、携帯通信網を介して遭難者の位置（GPS）情報を取得し、
捜索側に精度の高い位置情報を提供する。

迅速な状況把握による的確な意
思決定を支援するためのドロー
ン活用体系の開発

パーソルプロセス
＆テクノロジー
株式会社

城　純子

神戸市消防局

釜石大槌地区行政
事務組合消防本部

自然災害等の発生状況をいち早く把握し被害を最小に抑える為、ドローンやICT の効果的な
活用が求められる。消防へのドローン普及は進むが、安全運航、情報解釈、災害多様性への
適応等、個別の部隊レベルでの体系的な習得は容易ではない。しかし、勘と経験に頼った運
航ではリスクが高く、用途や効果も限られる。本研究ではこの問題を解決し、運用レベルの
底上げと自律的な活用につながる災害対応ドローンソリューションを開発する。

救急搬送におけるポータブルエ
アロゾルシールドの研究

国立大学法人
岡山大学

塚原　紘平

岡山市消防局

泉州南広域消防本部

救急隊員は、現場から新型コロナウイルス感染症（COVID ｰ 19）患者、あるいはその疑い
患者を搬送する最前線で業務を行うが、気道確保など飛沫やエアロゾルが多く発生する操作
をする場合、救急隊員が病原体に暴露する可能性がある。本研究は、救急車に常備でき操作
性に富んだ安全な防護器具を開発することを目的とする。

感染防止性・夏季における冷却
性等に優れた能力を有する感染
防止衣の開発

ユ ニ チ カ ト レ ー
ディング株式会社

山田　博夫
深谷市消防本部

ディスポタイプ・リユースタイプの感染防止衣について米国基準AAMI/PB70で最も感染防
止性能の高いレベル4のウィルスバリア性・血液バリア性を維持し、かつ冷却効果の改善を
素材の軽量化・透湿性向上・ストレッチ性付与及びインナー素材の改善によって体感温度の
低減及び活動時の疲労軽減を図ることを目的とする。

石油コンビナート防災と消防戦
略立案を支援するリスクアセス
メントシステムの開発

国立大学法人
横浜国立大学

伊里　友一朗
横浜市消防局

石油コンビナート保安・防災に関して、リスク対応と消防活動を含む危機対応との有機的連
携に資するシステム開発を行う。地震動によって石油タンク等に蓄積された損傷を自動モニ
タリング/評価し、これを事業者による予防対策に結びつける「タンク健全性評価システム」、
および化学物質の漏洩・火災が発生した際の消防現場におけるデータ取得と意思決定支援を
目的とした「影響評価に基づく緊急対応支援システム」の研究開発を行う。

消防防災活動における重量資機
材搬送等の支援用電動アシスト
自転車の開発及び実装

株式会社T-TRIKE

小野田　貴啓
堺市消防局

大規模災害時、道路障害（がれきや倒壊建造物等）により消防車両が進入できない状況下に
おける、消火救助活動場所への高度救助資機材（120Kg）・小型動力ポンプ等（80Kg ～
120Kg)の重量物搬送、飲料水のピストン輸送、また要救助者の搬送及び避難行動要支援者
の津波避難支援等において、自転車特有の機動性を活かし、悪路でも安定走行が可能な車輪
制御技術（特許取得済）、災害活動専用の高性能な電動アシストユニットを搭載した災害活
動支援用電動アシスト自転車の開発及び社会実装を目指す。

IT技術を活用した火災通報・連
動システムの有効性の検証

国立大学法人
岩手大学

大坊　真洋

盛岡地区広域消防
組合

消防庁によると、平成３０年には火災により１４２７人が犠牲となっている。人口過疎地域
においては同時に高齢化が進む地域も多く、火災発生の覚知と連絡の遅れから多くの犠牲者
が発生している。本提案では住宅用火災警報器（以下，住警器）とスマートスピーカーとを
連携し、火災の発生を周囲の住民にも素早く通知することで迅速な初期行動につなげ、地域
が一体となった防災システムの構築に向け有効性の調査を行うものである。

火災予防のための火災誘発物の
検出とその危険度予測システム
の構築

公立大学法人大阪
大阪府立大学

井上　勝文
堺市消防局

建物火災の主な発生原因である住宅火災を未然に防ぐため、住宅内に潜む火災危険因子をス
マートフォンでセルフチェックする新規のシステムを構築する。住宅内というプライベート
空間において、人を介することなくチェックを実現することで、住宅火災を先回りして回避
する。研究代表者が有するAI 技術の知見を本研究に適用することで火災誘発物を大小に関わ
らず検出し、位置的関係等から火災危険度を推定する革新的な研究である。

ワイヤレス通信技術を用いた遠
隔監視（リモートモニタリング）
による隊員の安全管理等の研究

学校法人
早稲田大学

立野　繁之
堺市消防局

大規模災害、山林火災等により公共通信が不通、脆弱になることで活動隊員の安全管理が脅
かされる事例が後を絶たない。大容量な通信ネットワークが確立される一方で、こうした現
場を支える技術がいまだ確立されていない。本研究は、LPWA規格通信によるIoT ／ ICT 技
術を活かし、現場で活動する隊員同士が通信中継拠点となり、独自のマルチホップ型の通信
ネットワークを確立する技術の研究検証を実施する。
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予防課（消防技術政策担当）

「神戸市消防団スマート情報システム」が総務大臣
賞を受賞（日本オープンイノベーション大賞）　

　日本オープンイノベーション大賞とは、科学技術・イ
ノベーションの社会実装の取組としてオープンイノベー
ションの手法を効果的に実施する企業・団体・大学等を
表彰するものです。内閣府政策統括官（科学技術・オー
プンイノベーション担当）が事務局となり、平成30年
度から毎年度実施されています。オープンイノベーショ
ンの取組で模範となるようなもの等について、内閣総理
大臣賞とともに担当分野毎の大臣賞（総務大臣賞を含
む。）として表彰されています。
　令和２年度に実施された第３回日本オープンイノベー
ション大賞において、応募された取組の選考の結果、「神
戸市消防団スマート情報システム」が総務大臣賞の表彰
対象として決定しました。

１．�日本オープンイノベーション大賞に
　　ついて

　このたび、ＡＩ防災協議会、神戸市消防局等が共同で
開発した「神戸市消防団スマート情報システム」が、第
３回日本オープンイノベーション大賞において総務大臣
賞を受賞し、令和３年２月25日に表彰式が行われまし
た。

　神戸市の消防団と神戸市消防局及びＡＩ防災協議会で
は「消防団スマート情報システム」により早期に災害の
全体像を把握できるよう、消防団員がスマートフォンの
無料通信アプリや人工知能（ＡＩ）を活用して自然災害
時の情報共有を試みています。
　令和元年９月１日から神戸市内の消防団を対象とし
て、台風や地震等の自然災害時における情報共有と安全
管理を目的に運用が開始されました。
　「消防団スマート情報システム」は、消防団員が所有
するスマートフォンのＬＩＮＥアプリから、事前に登録
している防災チャットボットへ災害状況を報告すると、

２．�「神戸市消防団スマート情報システム」
の概要

ＡＩが集まった情報を整理し、自動的に地図に集約・表
示（情報収集機能）してくれるシステムです。また、Ｌ
ＩＮＥの通知機能を使うことで、消防団員からの報告だ
けではなく、消防本部から消防団員に向けて危険情報等
を一斉に送信することもできます。
　このシステムを使うことで、これまでの方法で情報収
集するよりも格段に速く（一斉送信する場合、登録団員
全員に情報が到達するまで７秒）、少ない情報収集人員
（２人程度）により、市内の状況を把握することができ
るようになりました。
　システム登録団員数は1,822人（令和３年４月１日現
在）で、定期的に操作訓練が実施されています。

３．システムにより期待される効果

　早期に災害の全体像を把握できることで、効果的に災
害現場活動を行い、被害の軽減につなげることができる
ようになります。
　また、緊急時に危険情報（津波到達情報等）を一斉に
情報伝達でき、災害現場の最前線で活動する消防団員の
事故防止につながり、消防団員の安全管理の向上が期待
できます。
　ＡＩで整理された地図は、消防局、消防署、消防団本
部、登録した消防団員のスマートフォンでも閲覧できま
す。
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問合わせ先
　消防庁予防課（消防技術政策担当）
　TEL: 03-5253-7541

消防団員から情報提供された画像などの情報で、消防団
員に危険が差し迫っている場合などは、災害支援情報を
ＬＩＮＥで発信するだけでなく、消防団員全員に付与さ
れているＩＤにより団員個人を特定することができるの
で、個別にスマートフォンに電話をかけ避難指示をする
ことも可能です。

　なお、令和３年２月25日に行われた第３回日本オー
プンイノベーション大賞の表彰式の様子は、以下ＵＲＬ
にて閲覧することができます。
（https://www.youtube.com/watch?v=CQfCKyecPXk
&feature=youtu.be）

　また、ＡＩで整理された地図は、ＩＤとパスワードさ
えあれば、他の部署や機関でも閲覧できるので、市民へ
の避難指示や市民が必要と思われる情報の広報にもつな
がります。
　現在、更に大地震時等に安否確認ができる機能の追加
を研究中です。

https://www.youtube.com/watch?v=CQfCKyecPXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CQfCKyecPXk&feature=youtu.be
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予防課・危険物保安室

危険物取扱者及び消防設備士の資格取得の促進の取組みについて
～一般財団法人消防試験研究センターによる感謝状贈呈～

　危険物施設の火災・流出事故件数は、平成 6 年頃を
境に増加傾向に転じ、近年も高い水準で推移しています。
危険物等事故を防止するためには、危険物取扱者の資格
取得の促進等を通じて保安教育を充実させ、危険物施設
における安全推進の中核となる人材を計画的に育成する
ことが求められており、危険物取扱者の資格取得を促進
することが重要です。
　また、防火対象物については、その用途、規模、構造
及び収容人員に応じ、様々な消防用設備等の設置が義務
づけられています。防火対象物における火災による被害
を最小限にするためには、消防用設備等を適切に維持管
理していくことが必要であり、その工事、整備に関する
正しい知識や技術を習得した人材を計画的に養成し、消
防設備士の資格取得を促進することが重要です。
　これらの資格取得の促進のため、消防法に定める指定
試験機関である一般財団法人消防試験研究センターにお
いて、令和元年度から、危険物取扱者及び消防設備士の
資格取得に積極的に取り組まれている学校や教諭を対象
として感謝状を贈呈することとされ、令和２年度の贈呈
校が別表のとおり決定されましたので紹介します。

令和２年度感謝状贈呈校一覧

都道府県 感謝状贈呈校
北海道 北海道函館工業高等学校　様
青森県 青森県立八戸工業高等学校　様
岩手県 岩手県立一関工業高等学校　様
宮城県 宮城県石巻工業高等学校　様
秋田県 秋田県立男鹿工業高等学校　様
福島県 福島県立勿来工業高等学校　様
栃木県 栃木県立那須清峰高等学校　様
千葉県 千葉県立清水高等学校　様
東京都 国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校　様
神奈川県 神奈川県立磯子工業高等学校　様
新潟県 新潟県立上越総合技術高等学校　様
富山県 富山県立滑川高等学校　様
石川県 石川県立羽咋工業高等学校　様
福井県 福井県立武生工業・商工高等学校　様
長野県 長野県長野工業高等学校　様
岐阜県 岐阜県立岐阜工業高等学校　様
愛知県 大同大学大同高等学校　様
三重県 三重県立松阪工業高等学校　様
滋賀県 滋賀県立彦根工業高等学校　様
兵庫県 兵庫県立兵庫工業高等学校　様
奈良県 奈良県立王寺工業高等学校　様
和歌山県 和歌山県立箕島高等学校　様
鳥取県 鳥取県立米子工業高等学校　様
島根県 島根県立浜田水産高等学校　様
岡山県 岡山県立岡山工業高等学校　様
山口県 山口県立宇部工業高等学校　様
徳島県 徳島県立徳島科学技術高等学校　様
香川県 香川県立石田高等学校　様
高知県 高知県立須崎総合高等学校　様
福岡県 福岡県立福岡工業高等学校　様
佐賀県 佐賀県立鳥栖工業高等学校　様
長崎県 長崎県立大村工業高等学校　様
熊本県 熊本県立八代工業高等学校　様
大分県 大分県立大分工業高等学校　様
宮崎県 宮崎県立延岡工業高等学校　様
鹿児島県 鹿児島県立出水工業高等学校　様
沖縄県 沖縄県立那覇工業高等学校　様

問合わせ先
　消防庁予防課　原、藤原
　TEL: 03-5253-7523
　危険物保安室　小川、田部
　TEL: 03-5253-7524
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緊急消防援助隊の登録隊数（令和３年４月１日現在）

広域応援室

　緊急消防援助隊については、消防組織法第45条第４
項により、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき消
防庁長官が登録するものとするとされています。

　甚大な被害が想定される南海トラフ地震等への対応力
の強化、多発する大規模水害時における救助体制の強化、
国際的なイベントが控える中でのＮＢＣテロ災害への迅
速な対処等、今後取り組むべき課題が山積する中、緊急
消防援助隊の効果的な活動を確保するため、平成31年
３月に基本計画（計画期間：令和元年度から令和５年度）
※を改定し、令和５年度末までに概ね6,600隊を目標に
増隊することとしました。
※　消防組織法第45条第２項の規定により総務大臣が
策定する「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に
係る基本的な事項に関する計画」

　令和３年４月１日の緊急消防援助隊の登録隊数は
6,546隊となり、前年度より105隊増加しました。
　　
　今回の登録では、消火、救助及び救急の主要３小隊の
増隊はもとより、津波・大規模風水害対策車、中型水陸
両用車及び搬送車並びに重機及び重機搬送車等を追加登
録し、近年多発化、激甚化している風水害等に備えた緊
急消防援助隊の充実・強化を図っております。

　昨年度、緊急消防援助隊は令和２年７月豪雨及び栃木
県足利市林野火災に出動し、人命救助、捜索活動、さら
には空中消火活動や指揮支援活動等に大きな成果を上げ
たところであり、その活動に対する期待はますます高
まっています。

　また、消防庁では、基本計画に基づく緊急消防援助隊
の充実・強化とあわせて、長期間の活動を余儀なくされ
る南海トラフ地震、大規模水害、ＮＢＣテロ災害等に的
確に対応するため、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓
練等を通じた後方支援活動訓練の推進、新型コロナウイ
ルス感染予防を踏まえた後方支援活動の検証等、活動隊
員のサポート体制の強化等における緊急消防援助隊の運
用面の充実強化にも努めております。
　各都道府県及び消防本部においては、今後とも基本計
画に基づく登録の推進について、御理解と御協力をお願
いします。
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図１　緊急消防援助隊登録部隊の推移（令和３年4月1日）

隊種別 令和2年4月
の登録状況

令和3年4月
の登録状況

令和5年度末
登録目標数

指揮支援隊 58隊 56隊 51隊
（航空指揮支援隊） 52隊 54隊 57隊

統合機動部隊指揮隊 55隊 56隊 56隊
エネルギー・産業基盤災害即
応部隊指揮隊 12隊 12隊 12隊

（ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊） 54隊 54隊 54隊
（土砂・風水害機動支援部隊指揮隊） 46隊 49隊 47隊
都道府県大隊指揮隊 155隊 158隊 158隊
消火小隊 2,390隊 2,407隊 2,503隊
救助小隊 525隊 547隊 538隊
救急小隊 1,464隊 1,494隊 1,486隊
後方支援小隊 866隊 876隊 886隊
通信支援小隊 42隊 42隊 52隊
水上小隊 21隊 20隊 21隊
特殊災害小隊 372隊 368隊 357隊
特殊装備小隊 516隊 534隊 506隊
航空小隊 74隊 77隊 78隊

（航空後方支援小隊） 56隊 58隊 57隊
重複を除いた合計 6,441隊※2 6,546隊※2 6,600隊※2

表１　部隊等別登録状況

※１ 新たな部隊の指揮隊に再編することを考慮し、51隊としている。
※２ 重複登録を除くため、合計は一致しない。

※1
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表２　令和３年度　緊急消防援助隊登録状況 2021年4月1日現在
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北 海 道 3 2 7 1 1 3 1 159 28 93 38 1 11 22 1 2 1 3 21 3 2 403 387 
青 森 県 1 4 1 1 1 45 7 25 19 1 2 9 1 1 5 1 1 125 122 
岩 手 県 1 3 1 1 1 42 7 23 17 1 1 1 1 3 1 1 105 100 
宮 城 県 3 2 4 1 1 2 52 10 25 18 1 4 3 1 2 1 1 7 3 3 144 136 
秋 田 県 1 3 1 1 1 40 8 19 11 1 5 1 2 1 1 96 91 
山 形 県 1 3 1 1 2 28 7 18 15 1 1 2 1 1 82 77 
福 島 県 1 5 1 1 1 51 9 36 18 1 2 2 1 1 6 1 2 139 133 
茨 城 県 1 3 3 1 1 63 14 48 28 1 7 3 2 1 15 1 1 1 194 184 
栃 木 県 1 3 1 1 1 39 12 27 17 5 1 8 1 1 118 109 
群 馬 県 1 4 1 1 1 40 8 26 16 1 4 1 3 1 1 109 103 
埼 玉 県 3 1 6 1 1 1 108 26 60 43 11 3 19 3 1 287 279 
千 葉 県 2 1 3 1 1 1 1 102 24 63 49 1 15 8 1 1 1 22 2 2 1 302 285 
東 京 都 3 1 3 1 1 1 175 15 60 35 1 3 6 2 2 4 4 2 18 4 8 1 350 347 
神 奈 川 県 8 1 3 1 1 3 1 97 23 72 34 2 12 12 3 4 5 7 23 2 4 1 319 312 
新 潟 県 3 1 3 1 1 1 1 62 16 39 22 2 2 9 2 1 5 1 1 1 174 169 
富 山 県 1 3 1 1 1 30 7 20 12 1 2 1 1 2 7 1 1 92 87 
石 川 県 1 3 1 1 1 30 6 15 17 1 3 3 1 8 1 1 93 86 
福 井 県 1 3 1 1 1 29 6 12 11 1 2 3 1 2 1 1 76 71 
山 梨 県 1 3 1 1 1 21 6 15 15 1 2 1 2 1 1 72 67 
長 野 県 1 3 2 1 1 52 15 37 18 2 3 1 13 1 1 151 144 
岐 阜 県 1 4 3 1 1 56 14 38 16 1 2 1 6 2 1 147 139 
静 岡 県 5 3 2 1 1 2 1 55 18 40 25 4 5 2 2 4 1 15 3 3 192 186 
愛 知 県 3 2 3 1 1 1 1 111 24 73 40 1 14 5 3 2 2 1 26 1 3 2 320 307 
三 重 県 1 3 1 1 1 1 43 7 31 15 1 4 1 7 1 1 119 115 
滋 賀 県 1 3 1 1 1 25 6 14 12 1 3 1 4 1 1 1 76 69 
京 都 府 3 1 4 1 1 1 45 11 22 14 1 4 1 1 3 2 8 2 1 126 120 
大 阪 府 5 1 5 1 1 2 1 134 22 61 30 2 9 11 1 3 1 2 22 2 2 1 319 309 
兵 庫 県 2 1 4 1 1 1 1 98 21 71 33 2 10 5 3 2 18 1 3 1 279 270 
奈 良 県 1 3 2 1 1 27 8 19 13 2 2 1 5 1 2 88 81 
和 歌 山 県 1 3 1 1 1 30 9 18 12 1 6 1 1 2 1 1 89 79 
鳥 取 県 1 3 2 1 1 19 4 8 8 1 4 1 1 2 1 1 58 50 
島 根 県 1 2 1 1 1 23 6 21 9 1 1 4 1 1 73 68 
岡 山 県 2 2 3 1 1 1 1 45 14 27 12 1 4 5 1 10 2 2 134 130 
広 島 県 3 2 3 1 1 1 64 12 40 25 1 3 3 2 2 1 1 10 2 2 2 181 177 
山 口 県 1 3 1 1 1 35 8 24 17 5 2 2 5 1 1 107 101 
徳 島 県 1 3 1 1 1 20 10 18 6 1 2 3 1 1 4 1 2 76 70 
香 川 県 1 3 1 1 1 24 6 12 8 2 1 8 1 1 70 65 
愛 媛 県 1 3 1 1 1 30 11 22 13 1 2 3 2 1 5 1 1 1 100 95 
高 知 県 1 3 2 1 1 20 10 18 8 1 2 1 2 2 1 73 68 
福 岡 県 6 2 6 2 1 2 1 55 17 44 30 1 10 8 1 1 3 16 2 3 2 213 205 
佐 賀 県 1 2 1 1 1 16 4 12 9 1 1 5 1 1 56 54 
長 崎 県 1 3 1 1 1 33 8 21 10 2 2 1 2 1 1 88 83 
熊 本 県 2 1 4 1 1 1 34 13 26 14 1 5 2 3 1 6 1 1 117 112 
大 分 県 1 2 1 1 1 28 8 16 11 1 4 1 1 4 1 1 82 75 
宮 崎 県 1 3 1 1 1 17 5 15 11 1 2 2 1 1 62 56 
鹿 児 島 県 1 3 1 1 1 1 33 11 29 13 1 4 8 1 4 1 1 114 106 
沖 縄 県 3 1 1 1 22 6 21 9 1 4 1 2 72 67 
合 計 56 54 158 56 12 54 49 2,407 547 1,494 876 42 205 148 15 27 13 65 34 395 20 77 58 6,862 6,546 
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　このたび東大阪市消防局東消防署では、増加するハイ
カーの有事に備えるため山林内標識板をリニューアルし
ました。毎年、救急や救助事案が１０件程度発生してい
る中で、標識板によりスムーズな活動につながった実績
もあります。１月２９日に既存の標識板の更新と他のハ
イキングコース内に約１００ｍ間隔で計２２０箇所の設
置を完了し、現在地の地図と英語表記も追加しました。
本格的なハイキングの季節を迎えるにあたり、山林内事
故に迅速的確に対応できる一助になればと考えています。

　豊川市消防署では、令和２年１２月１０日（木）に豊川市
豊川公園内において、BC災害対応合同訓練を実施しました。
　「陸上競技場スタンド内において、何者かが液体を撒き散
らし、多数の負傷者が発生している」という通報内容で、テ
ロ災害を想定しました。
　東京オリンピック・パラリンピックの開催が控えているこ
ともあり、大規模テロ災害対応の経験がない本市の対応能力
強化及びNBC災害対応マニュアルの再確認を目的として訓
練を実施しました。

　大泉消防署が管轄する邑楽郡大泉町は、人口の約２割
が外国籍のうち半数以上がブラジル国籍の方が居住して
いる街です。
　これに伴い、歳末防火運動の一環として令和２年１２
月１６日・１７日の２日間、大泉町のブラジル国籍居住
者が大勢利用する食料品店において、空気の乾燥・火の
元確認・住警器設置義務等、消防職員によるポルトガル
語店頭防火広報及び防火チラシの配布を実施しました。
　利用者からは、流暢な母国語で話されたので印象に残っ
た。今後火の用
心を心掛けたい
と好評でした。
※YouTubeで視
聴できます。

　柏市消防局旭町消防署は３月１日，春季全国火災予防運
動にあわせ，市民に住宅用火災警報器の点検促進と新型コ
ロナウイルスの感染抑制を周知するため，小学生を対象に
折るだけで簡単にマスクケースに早変わりする防火チラシ
を配布しました。柏市は，住宅火災による死者数ゼロを目
指し，各世帯に住宅用火災警報器の重要性を認識してもら
うよう継続的に働きかけ，子供への防火・防災教育の充実
を図ってまいります。

子供への防火教育！春の火災予防運動♪
『防火チラシ ｄｅ マスクケース』

　柏市消防局

ＢＣ災害対応訓練を実施

豊川市消防本部

愛
知
県

大
阪
府

消防職員がポルトガル語で店頭防火広報を実
施

太田市消防本部

千
葉
県

山林内標識板をリニューアル

東大阪市消防局

群
馬
県
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問合わせ先
　消防大学校調査研究部
　TEL: 0422-46-1713

　消防大学校では、消防本部等における消防防災体制の
強化のための知識・技術の向上に資するために、「消防研
修」を昭和40年（1965年）10月に創刊、毎年2回発行し、
各都道府県、消防学校、消防本部等に配布しています。
消防研修第109号では、「新型コロナの下での消防･防災
活動」をテーマに特集しました。
　日本国内において、令和2年1月15日に新型コロナウイ
ルス感染者の第1例目が確認されたこと等を踏まえ、政
府は、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、「新
型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の決定
をはじめとして、新型コロナウイルスの感染症対策を総
合的にかつ強力に推進しています。

　そこで今回の消防研修では、「新型コロナの下での消
防･防災活動」を特集テーマとして、国、消防本部、医療
機関など、それぞれの立場における活動の実態、市町村
等における避難所運営の工夫をはじめ、今後の消防防災
のあり方などを掲載しました。
　消防研修最新号は、消防大学校ホームページにも掲載
しています。

＜消防研修のリンク先＞
http://fdmc.fdma.go.jp/investigation/index.html

消防研修第109号（特集：新型コロナの下で
の消防･防災活動）の発行

●「クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号における救急対応」
　　横浜市消防局救急部救急ワークステーション担当係長　長嶌惣一郎

●「新型コロナウイルス感染症の対応」
　～感染者０（ゼロ）の理由～」
　　自衛隊中央病院総合診療科部長　竹島　茂人

●「救急医療現場における新型コロナウイルス感染症の現状と課題」
　　東京都医師会副会長　
　　東京都病院協会会長　猪口　正孝
　　平成立石病院理事長

●感染症の時代における消防防災のあり方
　　兵庫県立大学減災復興政策研究科科長　室﨑　益輝

●日本医師会「新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアル」の
　ご紹介
　　公益社団法人日本医師会常任理事　長島　公之

●新型コロナウイルス感染症の市中感染フェーズにおける救急業務の対応
　　東京消防庁救急部副参事（救急対策担当）　前田　　透

●「水災害を想定した新型コロナウイルス感染症に配慮した避難所運営訓練」
　から見えた課題と今後の展望について
　　江東区総務部危機管理室防災課長　松村　浩士

●コロナ禍における避難所開設・運営訓練及び地域との連携による
　防災の取り組み
　　春日部市市長公室防災対策課　片桐　淳司 
　　春日部市社会教育部武里地区公民館　山下　剛史

●コロナ禍における藤井寺市避難所運営訓練の実施について
　　藤井寺市危機管理室　前田　紳之介

●与論町感染症対策避難所運営について
　　鹿児島県与論町総務企画課

消防研修第109号（特集：新型コロナの下での消防・防災活動）の主な掲載内容

http://fdmc.fdma.go.jp/investigation/index.html
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令和3年度　消防大学校 客員教授について

　消防大学校では、客員教授制度により、消防に関し特
に優れた知識及び経験を有し消防大学校における教育等
に対して顕著な協力をいただける方に対し、客員教授の
称号を授与しています。
　この度、令和3年度の客員教授名簿を作成しましたの
で、教育訓練等の講師選定の参考として紹介します。

※�　客員教授の連絡先については、消防大学校担当者ま
でお問い合わせください。

※�　客員教授への講師依頼等の事務については、依頼元
（各地域の消防学校等）が直接行い、これに係る費用は、
依頼元において御負担ください。

専門分野 氏　名 所属・職名

⑴　教育技法 山崎　洋史 昭和女子大学大学院
心理学専攻教授　総合教育センター長

⑵　組織管理 新井　雄治 元東京消防庁消防総監

⑶　消防実務法規 秋山　　惠 元東京消防庁理事兼総務部長

⑷　予防法令運用 荒井　伸幸 元東京消防庁理事兼総務部長

⑸　予防政策 有賀　雄一郎 元東京消防庁次長

⑹　接遇、話し方技法、女性消防団活動 小澤　浩子 赤羽消防団　副団長

⑺　地域防災 瀧本　浩一 山口大学大学院創成科学研究科准教授

⑻　惨事ストレス対策 松井　豊 筑波大学名誉教授

⑼　危機管理 鈴木　洋 元横浜市消防局長

⑽　消防組織運営 城戸　秀行 元大阪市消防局長

⑾　消防活動指揮 永堀　満 元さいたま市消防局理事

⑿　危機管理 石井　隆一 元消防庁長官

問合わせ先
　消防大学校教務部
　TEL: 0422-46-1712
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最近の報道発表（令和3年3月26日～令和3年4月20日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜総務課＞

3.4.10 第36回危険業務従事者叙勲（消防関係） 　第36回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、631名で勲章別内訳は、瑞宝双光章314名、
瑞宝単光章317名です。

＜予防課＞

3.3.26
火災予防啓発動画「忘れていませんか？火災から命
を守る住宅用火災警報器の点検・交換」の制作・発
表

　消防庁では、住宅用火災警報器の点検及び交換の更なる促進を図るため、火災予防啓発動画
「忘れていませんか？火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」を制作しました。

3.4.2 消防防災科学技術研究推進制度の令和３年度研究課
題の採択

　消防庁では、近年の自然災害の増加、少子高齢化、社会資本の老朽化等を踏まえ、消防防災
分野における課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術研究推進制度（競争的
資金）により研究開発を推進しています。
　この度、令和３年度の研究課題を採択しましたので、公表します。

＜危険物保安室＞

3.3.30
「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向
けた安全対策のあり方に関する検討報告書（令和２
年度報告書）」の公表

　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化やそれに伴う人手不足等により、給油取扱
所（ガソリンスタンド）の数が減少し、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高
齢者への灯油配送などに支障を来すいわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持
及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。このような状況を踏まえ、消防庁では「過
疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」を開催
し、令和元年度より２年間にわたり調査・検討を行ってきました。
　この度、令和２年度報告書がとりまとめられましたので、公表します。

3.3.30 「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報
告書｣ の公表

　消防庁では、平成30年７月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が
発生したことを踏まえ、令和元年度に引続き、令和２年度「危険物施設の風水害対策のあり方
に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
　この度、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書｣ を取りまとめましたので、
公表します。

＜防災課＞

3.3.30 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調
査結果

　消防庁では、市町村における避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況について調査を
実施し、この度、令和２年10 月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。

＜参事官室＞

3.3.26 「次世代自動車事故等に対する活動技術の高度化に
関する検討会報告書」の公表

　消防庁では、近年環境負荷低減を目指して普及が進められているハイブリッド自動車、電気
自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車等（以下、「次世代自動車」という。）に対し、交通
救助における活動技術の向上を図ることを目的として、「次世代自動車事故等に対する活動技
術の高度化に関する検討会」を開催し、次世代自動車の各種事故等への迅速な対応及び安全に
配意した標準的な活動要領について検討を行いました。
　この度、検討の結果を報告書として取りまとめましたので公表します。

＜地域防災室＞

3.4.9 消防団ＰＲムービーコンテストの応募作品に対する
投票の受付開始

　地域住民の方々に、消防団をより身近なものとして知っていただくため、消防団ＰＲムービー
コンテスト特設サイトにて、投票の受付を開始します。

今回は、全国から47作品の応募がありました。是非、投票をお願いします。

3.4.13 「消防団員の処遇等に関する検討会」中間報告書及
び消防庁長官通知

　消防庁では、消防団員数が減少していることや、災害が多発化・激甚化する中、消防団員の
負担が増加していることを踏まえ、消防団員数を確保することを目的とした「消防団員の処遇
等に関する検討会」を開催し、検討を行ってきました。
　今般、消防団員の適切な処遇のあり方に関する検討の結果を中間報告書として取りまとめま
したので公表します。
　また、この報告書を踏まえ、都道府県知事及び指定都市市長に対し、消防団員の報酬等の基
準の策定等について、消防庁長官から通知を発出します。

＜広域応援室＞

3.4.12 緊急消防援助隊の登録状況（令和３年４月１日現在）

　令和３年４月１日現在における緊急消防援助隊の登録数は、721消防本部の6,546隊（前年
比増105隊増※）となりました。
　引き続き、大規模・特殊災害等に対応できるよう、第４期基本計画（令和５年度末までに6,600
隊規模を目標）に沿って、緊急消防援助隊の充実・強化を進めてまいります。

/pressrelease/houdou/items/926b663981b18b8eb77398b9a9088cb7be90c039.pdf
/pressrelease/houdou/items/cdd4869dde6d826894d22a11262af839807d6603.pdf
/pressrelease/houdou/items/210402_soumu01.pdf
/pressrelease/houdou/items/210330_kiho_1.pdf
/pressrelease/houdou/items/fuusuigaitaisaku.pdf
/pressrelease/houdou/items/210330youshiensya.pdf
/pressrelease/houdou/items/b5fd6cbe07b211c3b7e3a9040036d1df1dcdbcb3.pdf
/pressrelease/houdou/items/2010409_chibou_1.pdf
/pressrelease/houdou/items/210413_chibou_01.pdf
/pressrelease/houdou/items/210412_kouiki_1.pdf
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最近の通知（令和3年3月26日～令和3年4月20日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年4月19日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁･各指定都市消防本部 消防庁予防課 地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等におけ

る労働災害の防止について（情報提供）

事務連絡 令和3年4月15日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保への対応につ
いて（依頼）

消防予第187号 令和3年4月15日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁･各指定都市消防長 消防庁予防課長 東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意

喚起について

消防危第69号
消防特第72号 令和3年4月14日 各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長 プラントにおけるドローン活用事例集の再改訂について

消防地第171号 令和3年4月13日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁長官 消防団員の報酬等の基準の策定等について

事務連絡 令和3年4月12日 各都道府県消防防災主管部長

内閣府政策統括官（防災
担当）付参事官（地方・
訓練担当）
消防庁国民保護・防災部
防災課長
気象庁総務部企画課長

地方公共団体における気象防災業務支援のための気象庁等による取
組等について（情報提供）

事務連絡 令和3年4月9日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁予防課 消防用設備等の設置に係る金融上の措置について（情報提供）

消防救第124号 令和3年4月8日 各都道府県消防防災主管部(局)長 消防庁救急企画室長 「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について（依頼）

消防予第157号 令和3年4月7日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁･各指定都市消防長 消防庁予防課長 令別表第一（６）項に掲げる防火対象物における避難器具の設置状

況等に係る調査について

事務連絡 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部局 消防庁消防・救急課 「令和２年度 消防庁女性活躍ガイドブック」の作成・送付について

事務連絡 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令による消防
法施行令の一部改正について

消防救第100号 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬
送体制の確保への対応について（依頼）

消防救第104号 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部(局)長 消防庁救急企画室長 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」の一部改
正について（通知）

消防予第131号 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁予防課長 「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について

事務連絡 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁危険物保安室 防爆ガイドラインの解説書について（情報提供）

消防危第48号
消防特第64号 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長

プラント保安分野におけるAI 信頼性評価ガイドラインの改定につい
て

消防災第41号
消防危第49号 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁国民保護・防災部
防災課長
消防庁危険物保安室長

危険物施設の風水害対策の一層の推進について

消防危第50号 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁危険物保安室長 給油取扱所の営業時間外における販売等の業務に係る運用について

消防危第51号 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁危険物保安室長 過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等の

運用について

消防危第52号 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁危険物保安室長 ｢圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上

の指針について｣ の一部改正について

事務連絡 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁危険物保安室 令和３年度における危険物取扱者保安講習のオンライン実施につい

て

事務連絡 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁危険物保安室 危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について（情報提供）

事務連絡 令和3年3月29日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁予防課 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の更改に伴う運用開始

について

事務連絡 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部（局）
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁消防・救急課 年度当初の研修での留意事項について（情報提供）

消防予第132号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁予防課長 倉庫における火災危険性の把握等について（通知）

消防救第94号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について（通知）

消防救第97号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化につ
いて（通知）

消防危第43号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁危険物保安室長 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改

正について

消防危第44号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁危険物保安室長 危険物施設の立入検査等に関するマニュアルの改定について

報道発表

通知等

報道発表・通知
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広報テーマ
６　月

①危険物安全週間
②地震に対する日常の備え
③熱中症の予防

危険物保安室
防災課
救急企画室

５　月

①風水害に対する備え
②e-カレッジによる防災・危機管理教育のお
知らせ
③市町村長の災害対応力強化のための研修・
訓練

防災課
防災課

防災課

報道発表

通知等

報道発表・通知
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風水害に対する備え

防災課

はじめに
　我が国では、毎年、台風や梅雨前線等の影響による多
量の降雨があり、全国各地で洪水や土砂災害等の風水害
が発生しています。
　昨年７月に発生した令和２年７月豪雨では、熊本県を
中心に河川の氾濫、堤防の決壊による浸水や土砂崩れ等
が多数発生しました。その後の各地での被害を含め、死
者・行方不明者の方があわせて86名ほか、１万６千棟
を超える住家被害が発生しました（令和３年４月２日現
在）。

洪水
  流域に降った多量の雨水が河川に流れ込み、特に堤防
が決壊すると、大規模な洪水被害が発生します。また、
上流で増水した水が下流に到達するまでに時間差がある
ため、雨が降り止んだとしても洪水は発生します。

土砂災害
　土砂災害とは、大雨や地震などが引き金となり、山や
崖が崩れたり、土砂が雨などの大量の水と混ざり合って
一気に流れたりする自然災害です。道路の陥落や道路へ
の土砂の崩落、橋梁の崩落などにより多数の孤立地域が
発生するおそれがあるほか、停電、断水等のライフライ
ンへの被害や鉄道の運休等の交通障害が発生するなど、
住民生活に大きな支障が生じます。

問合せ先
　消防庁国民保護・防災部防災課
　TEL: 03-5253-7525

「令和２年７月豪雨」による浸水等被害
熊本県八代市坂本町（撮影：福岡市消防航空隊）

局地的な大雨による災害
　近年、局地化、集中化、激甚化した降雨により多大な
被害が生じています。また、都市化に伴い、中小河川の
急な増水や氾濫による床上・床下浸水等の被害、地下空
間への浸水害、アンダーパス(※)への浸水による車の立
ち往生等の被害が生じる事例が多く見受けられます。

早めの避難が命を救う
　風水害では、逃げ遅れにより甚大な被害が発生します。
逃げ遅れが起きるのは、危険が迫っていてもなかなか実
感ができず、自分は被害に遭わないだろうという思い込
みに陥ってしまうからです。｢まだ避難しなくても大丈
夫｣ ではないのです。また、｢近所の人が誰も避難して
いない｣ からではなく、自ら積極的に避難することが重
要です。各自治体が公開しているハザードマップを普段
から確認し、自らが、いつ、どこに避難するか、事前に
ルールを決めておきましょう。

最近の災害を踏まえた動向
　気象庁では、多大な被害が発生したにもかかわらず、
降雨や対象範囲が局所的であること等から、大雨特別警
報が発表されなかった事例を踏まえ、雨量を確認する範
囲をよりきめ細やかなものとし、島しょ部などの狭い地
域についても大雨特別警報の発表を可能とするなど運用
を改善しました。令和２年７月30日から全国的でこの
基準による運用が開始されました。
　第204回通常国会（令和３年）において、災害対策基
本法等の一部を改正する法律が成立し、住民に避難行動
を促す場合に発令する「避難勧告」と「避難指示」を「避
難指示」へ一本化することとなりました。令和３年度の
出水期には、より分かりやすい一本化された避難情報が
発令されることとなります。

※アンダーパス：交差する鉄道や他の道路などの下を通過するために
掘り下げられている道路などの部分。周囲の地面よりも低くなってい
るため、大雨の際に雨水が集中しやすい構造となっています。
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